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泉南市教育委員会会議 令和６年第６回定例会会議録 

 

 

（１）日時・場所 

令和６年６月 19日（水） 

    午後３時 00分 開会   午後４時 52分 閉会 

    泉南市埋蔵文化財センター 講堂兼視聴覚室 

 

（２）教育委員会出席者 

    冨森 ゆみ子  教育長 

    太田 淳子   教育委員会委員（教育長職務代理者） 

    湊  久晶   教育委員会委員 

    飯沼 治美   教育委員会委員 

    辻󠄀野 治重   教育委員会委員 

 

（３）事務局出席者の職氏名 

    桐岡 秀明   教育部長 

    三野  薫   教育部参与 

    川口 哲生   教育部次長兼指導課長 

    水田 好彦   教育総務課長 

    上柴 忠孝   教育総務課参事（学校給食センター所長） 

    辻  康治   生涯学習課長 

    服部 雄二   生涯学習課参事（青少年センター館長） 

    森  大輔   生涯学習課参事（人権・スポーツ担当） 

    石橋 広和   文化振興課長 

    伊藤 晴基   指導課参事（教職員人事担当） 

    岡本 敬    指導課参事（指導担当） 

    石田 剛王   学力向上対策室長兼指導課参事（指導担当） 

    鳴戸 大輔   人権国際教育課長 

    小林 克子   教育サービス課長兼教育サービス係長 

 

（５）休憩・遅刻等について 

 

 

（６）会議録署名者の氏名 

    冨森 ゆみ子 

    飯沼 治美 
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泉南市教育委員会会議 令和６年第６回定例会 議事日程 

令和６年６月 19日（水）午後３時 00分 開会 

泉南市埋蔵文化財センター 講堂兼視聴覚室 

日程番号 議案等の番号 件     名 

 

 

日程第１ 

 

日程第２ 

 

日程第３ 

 

日程第４ 

 

 

 

 

 

 

 

日程第５ 

 

日程第６ 

 

日程第７ 

 

日程第８ 

 

日程第９ 

 

日程第 10 

 

 

日程第 11 

 

 

 

 

 

 

報告第１号 

 

報告第２号 

 

 

 

 

 

 

 

議案第１号 

 

議案第２号 

 

議案第３号 

 

議案第４号 

 

議案第５号 

 

議案第６号 

開   会 

 

会議録の承認 

 

会議録署名者の指名 

 

教育長報告 

 

事務局報告 

（１）（仮称）西信達義務教育学校等整備事業者選定委員 

会設置要綱の制定について 

（２）せんなん教育ニュース（令和６年７月）について 

（３）夏休み子どもの居場所づくり事業について 

（４）令和６年度大阪府泉南市一般会計補正予算（教育 

委員会所管分）について 

 

泉南市学校給食検討委員会委員の委嘱又は任命について 

 

泉南市社会教育委員の委嘱について 

 

泉南市青少年問題協議会委員の委嘱について 

 

泉南市立青少年センター運営委員会委員の委嘱について 

 

泉南市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱又は任命に

ついて 

泉南市中学生自死の重大事態の調査に係る報告書を受け

た再発防止策等について 

 

その他 

・子どもの声制度について 

・夢の教室について 

・せんなん子ども相談フォーム運用要項について 

・令和５年度中学校３年生の進路状況について 
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午後３時 00分開会 

○冨森教育長 定刻になりましたので、ただい

まから、泉南市教育委員会会議令和６年第６回

定例会を開催いたします。 

 出席者が過半数であり、定足数に達しており

ますので、会議は適法に成立いたしました。 

 本日は傍聴の方がいらっしゃらないので、こ

れより日程に入ります。 

 日程第１、会議録の承認についてお諮りいた

します。 

 泉南市教育委員会会議令和６年第５回定例

会会議録は、既に案として委員の皆様に配付を

いたしており、確認をいただいておりますので、

原案のとおり承認することに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て泉南市教育委員会会議令和６年第５回定例

会会議録は、承認することに決定いたしました。 

 次に日程第２、会議録署名者の指名を行いま

す。 

 本日の会議録署名者は、泉南市教育委員会会

議規則第 13 条により、教育長のほかに教育長

において、飯沼委員を指名いたします。よろし

くお願いいたします。 

 それでは、次に日程第３、報告第１号、教育

長報告を議題といたします。 

（報告開始） 

 それでは、改めましてこんにちは。本日もど

うぞよろしくお願いいたします。 

 まずは、泉南市中学生自死事案の対応につき

ましては、５月 29 日の泉南市総合教育会議以

降、６月３日月曜日に市議会議員全員協議会に

て議員に報告後、記者会見を開きました。本日、

第三者委員会の報告書も御持参いただいてい

るかと思いますが、報告書の内容につきまして

は要約版のみが公開となっておりますので、そ

の取扱いについては、引き続き十分御留意いた

だきますとともに、また後ほど再発防止策等に

ついても御議論いただく予定としております

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 また、前回の教育委員会会議以降の報告事項

といたしましては、まずは５月 22 日の大阪府

都市教育会連絡協議会の御出席ありがとうご

ざいました。年度替わりに急遽会長が辞任され

て、当日、会長代行を務めさせていただきまし

たけれども、無事に日程を終了し、次の役員の

方々にも引継ぎを行ったことを御報告いたし

ます。 

 また、５月 30 日には第１回目の公立学校情

報機器共同調達協議会が大阪赤十字会館でご

ざいました。これは、現在、小中学校で使用し

ております GIGAスクールの端末更新に向けて、

各市町村がばらばらで手続をするとすごく事

務が煩雑になるというのと、小規模の自治体で

はかなり負担が大きいということですので、都

道府県ごとに基金をつくりまして、同じ年度に

同じ種類の端末を購入する自治体は、一緒にま

とめて購入しましょうということが進められ

ております。 

 当日は、先行して本年度更新作業に入られて

いる守口市のお話も聞くことができ、とても参

考になりました。私どもも令和７年度の更新作

業に向けまして、いろいろと準備を進めていき

たいと思っておりますので、随時その状況につ

いては御報告させていただきます。 

 その際、大阪府の水野教育長が来られていた

ので、2025 大阪・関西万博の無料招待事業のこ

との情報共有もございました。当日、その前に

水野教育長が万博の現地視察をされ、今の会場

の様子でありますとか、大阪府教育庁が万博協

会に働きかけていること、モデルコースの設定

でありますとか、バスの駐車場が遠いみたいな

報道もされていたんですけれども、入り口付近

に一旦子どもを降ろして、なるべく歩く距離を

少なくしてほしいとか、そういう要望をしてい

るという話を聞かせていただきました。 

 本市は、今のところ全校、希望調査において

希望すると出しておりまして、現在、校園長訪
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問の際に、学校長にお話を聞くと、来年度何月

に行くかという計画も大分立ててくださって

います。学校長は、せっかくの機会なので子ど

もたちにぜひ行かせてあげたいという思いで、

準備をしてくださっていますので、こちらも随

時情報共有させていただきたいと思います。 

 また、泉南市議会は６月定例会の会期中で、

21日に最終日を迎えます。今回、教育委員会に

かかわる議案はとても少なかったんですけれ

ども、補正予算の中で後ほど説明がありますが、

（仮称）西信達義務教育学校に係る経費を令和

７年度から令和 11 年度に年間どれぐらいの予

算を組んでやるかというような予定を示して

います。 

 （仮称）西信達義務教育学校につきましては、

５月 23 日の市議会議員全員協議会において、

議員の皆様に建築方式とか面積でありますと

か、複合する施設の方向性については了解を得

られましたので、夏を予定しております建設事

業者の公募でありますとか、ソフト面の準備に

向けてより一層注視してまいりたいと思って

おりますので、こちらについてもまた引き続き

御報告重ねていきたいと思っております。 

 そして、６月に入って新しく民間プールを活

用した水泳授業も始まっております。ある小学

校に行くとちょうどバスが来ていまして、子ど

もたちがプールのバスが来たとすごく楽しく

水泳授業に行っているみたいなので、また機会

を見て、秋ぐらいになるかもしれないんですけ

れども、一度水泳授業の様子も見ていただける

といいかなと思っております。こちらについて

は、また改めて御案内したいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

 それでは、ただいまの報告に対しまして、御

質問や御意見等はございませんでしょうか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、本報告を終了

いたします。 

（報告終了） 

 次に、日程第４、報告第２号、事務局報告を

議題といたします。 

 まず１点目に（仮称）西信達義務教育学校等

整備事業者選定委員会設置要綱の制定につい

て、水田教育総務課長から報告がございます。 

 

○水田教育総務課長 それでは、報告第２号、

事務局報告（１）（仮称）西信達義務教育学校等

整備事業者選定委員会設置要綱の制定につい

て御説明させていただきます。 

 先ほどもありましたように、今年度は、（仮称）

西信達義務教育学校等整備事業の整備等事業

者の募集を行います。本事業に関し、総合評価

一般競争入札ということで、事業者の選定に当

たり専門的な知見から提案内容の審査、事業者

の選定を行うための委員会設置要綱でござい

ます。 

 委員は５名、各専門分野、学校教育の専門家、

学校の建築の専門家、会計の専門家等から組織

いたします。もちろん利害関係を有しない方に

なっていただくということになっております。 

 期間は、本事業に係る契約の締結日まで。 

 委員長、副委員長、互選により決めさせてい

ただきます。 

 選定委員会の庶務につきましては、教育委員

会事務局教育総務課、私の課が担当で処理して

いくことになります。 

 会議は、明日の６月 20 日を第１回目として

開催いたしまして、順次約３回程度の開催を考

えております。 

 以上です。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し御質問、

御意見等はございませんか。よろしいでしょう

か。 

 それでは、次に、せんなん教育ニュース（令

和６年７月）について、水田教育総務課長から

続けてお願いいたします。 

 

○水田教育総務課長 引き続き私から、事務局

報告（２）せんなん教育ニュース（令和６年７
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月）について御報告させていただきます。 

 せんなん教育ニュースは、令和３年から始ま

りまして、今回で第４号ということになってお

ります。今回、泉南市教育委員会で進めており

ます（仮称）西信達義務教育学校等整備事業に

ついて、書かせていただいております。 

 １ページ目に基本計画と義務教育学校の説

明。 

 ２ページ目、西信達地区の住民の方と開催し

たワークショップでの意見交換をしました内

容。 

 ３ページ目、めざす義務教育学校像、施設の

配置イメージ。 

４ページ目が今後のスケジュールです。開校

は、令和 10 年４月を目指しております。その

後、残っている校舎等を解体、そして、屋内運

動場等を建設し、事業完了が令和 11 年度末を

予定しております。泉南市の大きな財政が動く

ということでございます。 

 計画敷地の周辺ということで、西信達地域の

地図というのを載せております。令和６年７月

号の広報に折込みし、市内全戸に配布しますの

で、市民の方に学校再編、（仮称）西信達義務教

育学校がどういうものかということをたくさ

ん知っていただきまして、これから泉南市の教

育がだんだん変わっていくということを実感

していただきたいと思います。 

 以上です。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、次に３点目、夏休み子どもの居場

所づくり事業について、服部生涯学習課参事

（青少年センター館長）から報告がございます。 

 

○服部生涯学習課参事（青少年センター館長）  

私から報告第２号、事務局報告（３）の夏休み

子どもの居場所づくり事業について御説明申

し上げます。 

 青少年センターの出前事業として、図書館、

埋蔵文化財センター、CIR（国際交流員）と連携

する夏休み子どもの居場所づくり事業（みんな

集まれ！！子ども遊び広場！！）でございます。 

 今年度の日程ですけれども、７月 24 日の新

家小学校から始まりまして、８月 16 日の砂川

小学校まで、泉南市内の全ての小学校で開催す

る予定をしています。 

 目的ですけれども、子どもが安心して遊べる

居場所をつくる、日常体験できないような活動

を行うことで、遊びにつながる興味、関心を高

めるという内容でございます。 

 今回は、中学生をサポーターとして募集し、

小学生、中学生が楽しんで学べる内容にしたい

と考えております。 

 具体的な内容ですけれども、３部セットにな

っております。第１部は「おはなし＆びっく

り！あそべる本のひろば」（大型絵本読み聞か

せや本の紹介）で、図書館の担当となっており

ます。 

 第２部は「わくわくランド」、遊びブースとし

てタイムウォッチ、豆つかみ、コイン落とし、

プラ板等を考えております。こちらは CIR、図

書館、埋蔵文化財センター、青少年センターの

職員が担っていきます。 

 第３部は「夏だ☆Let‘s 国際交流 with 

CIR！」、こちらは CIRによるクイズゲームとな

っております。 

 このような内容を３部セットで実施しまし

て、ふだん体験できないような内容にして、安

全で安心な遊びで、学びにつながるものに提供

していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 

 はい、太田委員、お願いします。 

 

○太田委員 各学校でそれぞれ開催されると

いうことで、夏休み中に子どもたちが貴重な経
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験を小学校、中学校の子たちと交流しながらで

きたらいいなと思っております。 

 中学校のサポーターの方も募集されるとい

うことなので、たくさん来てもらえたらなと思

うので、またその辺の報告も楽しみに待ってい

ます。 

 それと１つ質問なんですけれども、各小学校

はその小学校の子じゃないと来られないとい

うことですか。違う学校には行けないというこ

とですか。 

 

○冨森教育長 服部生涯学習課参事（青少年セ

ンター館長）。 

 

○服部生涯学習課参事（青少年センター館長） 

失礼いたします。 

 違う学校区でもいいです。ごくまれにあるの

は、募集して定員の 40 名に抽選で漏れた方で

どうしてもほかの学校に行きたいということ

があります。その場合は、ほかの学校に行って

いただいて、あいているところをこちらが御提

示させていただいて、そこに参加してもらうと

いうのがございます。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 よろしいでしょうか。 

 ほかに何かございませんか。よろしいでしょ

うか。 

 それでは、次の４番目の令和６年度大阪府泉

南市一般会計補正予算（教育委員会所管分）に

ついて、水田教育総務課長から報告がございま

す。 

 

○水田教育総務課長 報告第２号、（４）令和６

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（教育委員

会所管分）について御説明させていただきます。 

 先ほどもありましたように、今年度、（仮称）

西信達義務教育学校等整備事業、事業者の選定

が始まります。それに先立ちまして、令和７年

度以降、継続的に予算を組んでいくことになり

ます。 

 継続費として、教育費、教育総務費、（仮称）

西信達義務教育学校等整備事業に、79億 8,900

万円を計上いたします。 

 令和６年度は事業としては業者の選定とい

うことになるので、予算はありません。令和７

年度、３億 8,836万円、令和８年度、19億 3,424

万円、令和９年度、31億 4,998万 7,000円、令

和 10年度、10億 1,092万 5,000円、令和 11年

度、15 億 548 万 8,000 円を予算計上いたしま

す。 

 令和 7年度につきましては、基本計画、実施

計画ということで計画の策定、令和８年度、９

年度で、学校校舎の建設を予定しております。 

 令和 10年４月が開校予定で、その後は、既存

施設の解体、屋内運動場等の建設ということで

ございます。令和７年度以降の継続費というこ

とで予算要求いたしました。 

 以上となります。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 ほかに事務局報告はございませんか。よろし

いでしょうか。 

 ないようですので、以上で本報告を終了いた

します。 

 次に、日程第５、議案第１号、泉南市学校給

食検討委員会委員の委嘱又は任命についてを

議題といたします。 

 本議案の説明を上柴教育総務課参事（学校給

食センター所長）からお願いいたします。 

 

○上柴教育総務課参事（学校給食センター所長）  

私からただいま上程されました議案第１号、泉

南市学校給食検討委員会委員の委嘱又は任命

についてにつきまして御説明申し上げます。 

 議案書の１ページを御覧ください。このたび、

泉南市学校給食検討委員会を開催するに当た

りまして、議案書に記載の５名の方々につきま



- 7 - 

して、当該委員会委員として適任者と認め、委

嘱または任命をしたいので、泉南市学校給食検

討委員会規則第３条第２校の規定により、承認

を求めるものでございます。 

 次に、議案書の２ページを御覧ください。泉

南市学校給食検討委員会規則第２条において、

本委員会の所掌事務は、第１号で学校給食の適

正運営に関すること、第２号で学校給食の安全

性に関すること、第３号でその他学校給食に関

することとなっており、それらの項目について

議論することとなっております。 

 今回は、令和７年９月から小学校給食の提供

方法をセンター方式から民間調理場活用によ

る食缶デリバリー方式へ移行することに伴い、

泉南市学校給食における食物アレルギー対応

基本方針等を策定する必要があるため、これら

について御議論いただくことになっておりま

す。 

 続きまして、同規則第３条第１項の構成にお

いて、検討委員会は委員 10 名以内で構成する

となっており、同条第２項第１号で学識経験を

有する者、同項第２号で PTA代表、同項第３号

で学校長代表、同項第４号で市職員、同項第５

号でその他教育委員会が必要と認める者とな

っております。 

 議案書の１ページにお戻りください。まず第

１号委員といたしまして、学識経験を有する者

として、泉佐野泉南医師会副会長の西森義高氏、

第２号委員といたしまして、PTA 代表として泉

南市 PTA協議会副会長の伊須田未来氏、同じく

第２号委員といたしまして、PTA 代表として泉

南市 PTA協議会副会長の高畑春菜氏、第３号委

員といたしまして、学校長代表として泉南市校

園長会会長、泉南市立新家小学校校長の浅野成

彦氏、そして第４号委員といたしまして、市職

員として泉南市教育委員会教育部長の桐岡秀

明氏を推薦するものであり、以上の５名につき

まして本検討委員会委員として適任者と認め、

委嘱または任命をしたいので、提案するもので

ございます。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第１

号、泉南市学校給食検討委員会委員の委嘱又は

任命についての御説明とさせていただきます。

御承認賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、ないようですので、以上で質問・

意見等を終了し、議案第１号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て議案第１号は承認することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第６、議案第２号、泉南市社会教

育委員の委嘱についてを議題といたします。 

 本議案の説明を辻生涯学習課長からお願い

します。 

 

○辻生涯学習課長 議案第２号、泉南市社会教

育委員の委嘱について御説明させていただき

ます。 

 １ページを御覧ください。社会教育法第 15条

第２項及び泉南市社会教育委員に関する条例

第２条の規定により承認を求めるものでござ

います。 

 提案理由としまして、泉南市の PTA協議会代

表でありました岩本明日香委員、そして校園長

会小学校部会代表でありました仲川俊行委員、

校園長会中学校部会代表でありました井内俊

文委員の退任に伴いまして、伊須田未来、酒井

久也様、木村京子様の３名を泉南市社会教育委

員として適任者と認め、委嘱したいと思ってお

りますので、提案するものでございます。 

 以上となります。 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質
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問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第２号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て議案第２号は承認することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第７、議案第３号、泉南市青少年

問題協議会委員の委嘱についてを議題といた

します。 

 本議案の説明を辻生涯学習課長からお願い

いたします。 

 

○辻生涯学習課長 議案第３号、泉南市青少年

問題協議会委員の委嘱について御説明させて

いただきます。 

 泉南市教育委員会の事務委任等に関する規

則第２条第１項第 12 号の規定によりまして承

認を求めるものでございます。 

 １ページから３ページにありますように、全

てで 20名ございます。再任が 11名、新任が９

名、合計 20名となっております。 

 現在の泉南市青少年問題協議会委員は、令和

６年７月 20 日で任期満了となりますので、20

名を適任者と認め、再任及び新任したいので、

提案するものでございます。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 それではないようですので、以上で質問・意

見等を終了し、議案第３号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て議案第３号は承認することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第８、議案第４号、泉南市立青少

年センター運営委員会委員の委嘱についてを

議題といたします。 

 本議案の説明を服部生涯学習課参事（青少年

センター館長）からお願いいたします。 

 

○服部生涯学習課参事（青少年センター館長）  

私から議案第４号、泉南市立青少年センター運

営委員会委員の委嘱について御説明申し上げ

ます。 

 泉南市立青少年センター運営委員会運営委

員に委嘱したいので、泉南市立青少年センター

運営委員会規則第３条第２項の規定により承

認を求めるものでございます。 

 名簿に記載しております 15 名の方を適任者

と認め、御提案いたします。 

 なお、任期は泉南市立青少年センター運営委

員会規則第４条に基づき２年としまして、令和

６年４月１日から令和８年３月 31 日までとな

っております。 

 それでは、名簿より申し上げます。 

 まず、学識経験者として、吉永省三氏、国連

NGO 子どもの権利条約総合研究所、再任でござ

います。 

 田中千賀子氏、泉南市人権問題連絡会、再任

でございます。 

 添田理加氏、泉南市青少年指導員協議会、新

任でございます。 

 橋野節子氏、泉南市民生委員児童委員協議会、

再任でございます。 

 馬野博美氏、朗読ボランティア根っこの会、

新任でございます。 

 上西聡美氏、泉南市 PTA協議会、新任でござ

います。 

 続きまして、学校関係者として、酒井久也氏、

泉南市立小学校校長代表、再任でございます。 
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 木村京子氏、泉南市立中学校校長代表、再任

でございます。 

 泉南市職員として、大濵浩二氏、健康子ども

部長、新任でございます。 

 川端豊氏、行政経営部長、再任でございます。 

 桐岡秀明氏、教育部長、再任でございます。 

 川口哲生氏、教育部次長兼指導課長、再任で

ございます。 

 奥野豊司氏、健康子ども部副参与兼子ども政

策課長、新任でございます。 

 鳴戸大輔氏、教育部人権国際教育課長、再任

でございます。 

 辻康治氏、教育部生涯学習課長、新任でござ

います。 

 以上、甚だ簡単ではございますが、御承認賜

りますようよろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第４号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て議案第４号は承認することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第９、議案第５号、泉南市いじめ

問題対策連絡協議会委員の委嘱又は任命につ

いてを議題といたします。 

 本議案の説明を川口教育部次長兼指導課長

からお願いいたします。 

 

○川口教育部次長兼指導課長 議案第５号、泉

南市いじめ問題対策連絡協議会委員の委嘱又

は任命について御提案申し上げます。 

 次の者を泉南市いじめ問題対策連絡協議会

委員に委嘱または任命したいので、泉南市いじ

め問題対策連絡協議会等条例第４条の規定に

より承認を求めるものでございます。 

 お手数ですが、６ページを御覧ください。今

申し上げました第４条でございます。連絡協議

会は、委員 10人以内の組織とする、そして委員

は次に掲げる者のうちから泉南市教育委員会

が委嘱又は任命することとなってございまし

て、泉南市立学校の校長会の代表、泉南市立学

校の教員代表、関係行政機関の職員、市の職員

となってございます。 

 今回につきましては、任期途中でございます

が、人事異動として代わりました６名の方を新

任としてお諮りさせていただきたいと考えて

ございます。 

 承認を求める方につきましては、１ページに

記載しているとおりでございます。提案理由と

いたしましては、先ほど申し上げましたように、

泉南市いじめ問題対策連絡協議会委員として

適任者と認め委嘱又は任命したいので、この６

名の方を提案するということでございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○冨森教育長 ただいまの説明に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 ないようですので、以上で質問・意見等を終

了し、議案第５号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本議案を承認することに

御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て議案第５号は承認することに決定いたしま

した。 

 次に、日程第 10、議案第６号、泉南市中学生

自死の重大事態の調査に係る報告書を受けた

再発防止策等についてを議題といたします。 

 本議案につきましては、当該報告書の内容が

全て公開されていないこと、また、個人情報を
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含む案件であるため、泉南市教育委員会会議規

則第８条第１項の規定により、秘密会として議

論することを発議いたします。 

 議論を公開しない秘密会にするには、泉南市

教育委員会会議規則第８条第１項の規定によ

り、教育長又は委員の発議により、出席者の３

分の２以上の多数の議決を要し、かつ、同条第

２項により、討論を行わないでその可否を決し

なければならないことと規定されております。 

 よって、直ちに本件を採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第６号、泉南市中学

生自死の重大事態の調査に係る報告書を受け

た再発防止策等については、公開しない秘密会

により議論をすることに御異議ございません

でしょうか。 

（「異議なし」との声あり） 

 

○冨森教育長 全員異議なしと認めます。よっ

て、議案第６号は、秘密会により議論をするこ

とに決定いたしました。 

 

（ここから秘密会） 
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（ここまで秘密会） 

 

○冨森教育長  それでは、続きまして、日程

第 11、その他案件について、まず１点目の子ど

もの声制度について、水田教育総務課長から説

明がございます。 

 

○水田教育総務課長 それでは、その他案件、

子どもの声制度ということで、その他（１）を

ご覧ください。 

 中学１年生から中学３年生までの子どもた

ちから市長または教育長へ手紙をいただけた

ら、市長、教育長が見て直接お返事しますとい

うことになっております。 

 １枚目は市長、教育長から保護者の皆様へこ

ういう制度がございます、ぜひ活用してくださ

いというお願い文書です。２枚目は、子どもの

声制度ということで、中学生の皆さんへという

ことで、悩んでいること、つらいことありませ

んかと。ありましたら、直接市長、教育長に送

っていただきたいという文書です。中学生、１

年生から３年生に、夏休み前に配布いたします。 

 ３枚目は、折れば封筒になり郵便料は要りま

せん。直接市長、教育長に配達され、教育長、

市長が見て、子どもたちの悩み、つらいこと、

そういうことを相談しながら、解決していくと

いう制度でございます。 

 以上です。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、続きまして夢の教室につきまして、

辻生涯学習課長から説明がございます。 

 

○辻生涯学習課長 失礼します。 

 JFA こころのプロジェクト「夢の教室」の実

施についてお知らせさせていただきます。 

 こちらですが、各界の著名人が夢先生として

登壇しまして、授業を通して夢を持つことや、

その夢に向かって努力することの大切さ、仲間

と協力することの大切さ等を子どもたちに伝

えることを目的とした事業となっております。 

 対象としましては、市立中学校４校の中学２

年生を対象に対面で実施いたします。 

 基本、90 分プラス休憩 10 分の 100 分を基本

にカリキュラムを構成しておりまして、前半 35

分につきましては体育館でゲームを実施しま

して、後半 55 分につきましては教室に場所を

移しまして、夢先生にトークをしていただくと

いう内容となってございます。 
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 ５月 28日と 29日の２日間、一丘中学校で太

極拳の市来崎大祐さん、スポーツ MC の竹本タ

クシーさんに講義していただきまして、西信達

中学校におきましては、６月７日、テニスの不

田涼子さんに講義していただきました。 

 ７月３日、４日は、泉南中学校でボクシング

の越本隆志さん、スタジアム DJ の鈴木克馬さ

んに夢先生としてお越しいただく予定となっ

ております。 

 信達中学校につきましては、11 月 12 日、13

日、14日と３日間予定しておりまして、今のと

ころ夢先生については調整中となっておりま

す。 

 以上でございます。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。よろ

しいでしょうか。 

 それでは、次に、せんなん子ども相談フォー

ム運用要項について、鳴戸人権国際教育課長か

ら説明がございます。 

 

○鳴戸人権国際教育課長 よろしくお願いい

たします。 

 私からは、その他（３）のせんなん子ども相

談フォームの運用要項について御説明申し上

げます。 

 この資料３の後ろの別紙１というのが

GoogleForms を使っての相談になるんですけれ

ども、後ほどこのフォーム自体の URLを共有さ

せていただきますので、もしお時間等ありまし

たら、また子どもが実際に相談するデータがあ

りますので、見ていただき、御意見をいただけ

たらありがたいなと思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

 今回、このフォームを使った相談を始めるこ

との目的としては、全ての子どもが実際に相談

しやすいシステムを確立していくことで、悩み

を抱え込まずに、一人一人の子どもが必要とし

ている相談と救済を受けることができるよう

にするということになっております。 

 実際に子どもたち、自分が困っていること、

悩んでいることを先生も含めた身近な大人に

直接言える子どもももちろんいるんですけれ

ども、なかなか直接言うことができないという

状況の子どもにとっても、子どもたち１人ずつ

が持っていますタブレット端末のアイコンと

いうかアプリのような形で、フォームの URLを

入れることで、そこをタップしていったら、実

際に自分が困っていることを相談できる内容

になっております。 

 実際に現在の小中学校の何名かの校長が相

談フォームでの相談を始めておられまして、小

中学校で工夫してやられていることを参考に

させてもらいながら、今回は教育委員会事務局

として導入したいと考えております。 

 運用開始日時としましては、７月８日の校園

長会で、教育委員会から校園長会を通して、全

体に共有した上で７月９日から実施できたら

と思っております。 

 特に夏休み明けに子どもたちが不安に思っ

たりして、登校できないという子どもも多くあ

るということですので、夏休み前に試行期間と

して７月９日から終業式までの間に、各クラス

で私がつくりましたスライドをもとにしなが

ら、先生たちに説明してもらい、実際試しに全

員が送信までやってもらった上で、夏休みを迎

えたいなと思っております。 

 相談できる子どもについては、泉南市立小中

学校に在籍する児童生徒とさせていただいて

おります。これについては、この端末を持って

いる子どもが私立とか府立の学校の子どもた

ちにはこの端末を渡していないというのがあ

りますので、限定している形になるんですけれ

ども、私立学校等に通っている子どもについて

は、従来の相談窓口等をしっかり周知していき

ながら、利用してもらえたらと思います。 

 相談フォームの内容については、別紙１のと

おりですけれども、こちらの別紙１が実際に子

どもたちが見るものだけの情報ではなくて、質
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問４にスキップしますとか、問何番へスキップ

しますみたいなことが入っていますので、また

実際のデータで後ほど見ていただけたらなと

思います。 

 今回、この資料に入れているのは、漢字入り

のフォームのバージョンですけれども、平仮名

と片仮名のみというものをタップして進むと、

内容は一緒ですけれども、全て平仮名、片仮名

だけになっているものもあります。小学校低学

年の子どもたちや、漢字が苦手な子どもたちに

は、そちらでやってもらえるような形でつくっ

ております。 

 資料の２ページを御覧ください。相談があっ

た場合には、まず教育委員会でしっかりと別紙

２にあります、せんなん子ども相談カードとい

うものの上半分を記入し、例えば学校の先生に

相談したいという子どもがいました場合は、そ

の学校の校長先生や教頭先生にお伝えした上

で、相談したい先生に対応していただくという

形になります。 

 また、教育委員会や青少年センターの人に聞

いてもらいたいということであれば、こちらの

事務局のスタッフが人選して、実際に本人が望

む形で、学校に来て話を聞いてくれていいよと

いう方もおれば、電話をかけてきてほしいとい

う場合もあるかと思います。そういったことも

フォームで聞くような形になっていますので、

フォームで相談者が希望した形での対応をし

ていけたらと思っております。 

 また、フォームをこちらに送信していただい

たら、Googleアカウントのアドレスも届きます

ので、実際に名前を書いていなくても、誰から

送られてきているかというのは把握できる状

態になっていまして、緊急を要する事態とこち

らが判断した場合には、さまざまな関係機関と

連携したり、状況によっては警察等とも連携し

ながら、速やかに対応を行っていくこともでき

るようにもしてあります。 

 こういった形で７月の中旬から試行的に行

い、夏休み明けには子どもたちがこちらのフォ

ームを使っての相談もできるような形で進め

たいと考えております。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 

 太田委員、お願いします。 

 

○太田委員 何かあったときに相談できる受

け皿がたくさんあった方がいいかなとは思う

ので、いいと思っているんですけれども、先ほ

どいただいた子どもの声制度もあり、これは市

長あてにも行くということで、やっぱり２つあ

った方がいいということですか。 

 

○冨森教育長 鳴戸人権国際教育課長、お願い

します。 

 

○鳴戸人権国際教育課長 失礼します。 

 市長や教育長への手紙というのは、もちろん

それを書いて届けてくれる子もいるとは思う

んですけれども、子どもの声は中学生が対象で

す。 

 こちらについては、小学１年生から全員対象

にしているのと、GoogleForms でやるというの

は子どもたちもこのタブレット端末をふだん

の授業でもよく使っているので、扱いもなれて

いるのと、自分でぽんぽんとクリックしていく

だけでも、内容は書かなくてもとにかく聞いて

ほしいということだけも送れるような形にな

っていまして、比較的場所を選ばず、いつでも

送れるという制度になっています。形は違えど

も、狙っているところは一緒なので、そういっ

た形で早期発見して、重篤になる前に相談をし

てもらうことで、組織的に対応していくことで、

早く解決につなげていきたいなと考えている

ところです。 

 

○冨森教育長 私も実際に学校で同じように

タブレットでやっている相談の中身をそっと
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見せてもらったことがあるんですけれども、本

当にいろんな日常のちょっとしたこととか、例

えば先生ともっと遊んでほしいとか、いろんな

ことを子どもなりに書いてくれているのがこ

ういうタブレットを使った、もちろん深刻なこ

とも中には書く子もいるかもしれないんです

が、言ってみれば早期発見とか未然防止とか、

そういうところに重点を置いているのが相談

フォームで、やっぱり私や市長に手紙を出すっ

て相当勇気が要ると思います。そこまで来てい

るといろんな人に相談しているけれども、解決

しないからということで送ってくるケースか

なと思っていまして、私が来てからは手紙をも

らったことがないんです。市長のところには、

年間１通、２通あるかないかぐらいのことで、

それはもちろん何かあったときにはそういう

窓口があるというのは大事なんだけれども、そ

こまでに行かない、日常のちょっと思っている

こととか、それを見せてもらったときには、答

えが欲しい、解決してほしいんじゃないんだけ

れども、まずこんなことを思っているというの

を聞いてほしかったみたいなことを書いてい

る子もいました。 

 だから、その気持ちを伝える場所があるとい

うのも大事かなと思っています。いろんな段階

のチャンネルがあるのが、さっきも窓口がいろ

いろあるのがどうかなというようなこともあ

ったんですけれども、いろんな段階のチャンネ

ルがあって、この相談フォームも相手が学校の

先生、市教育委員会の職員とか青少年センター

の職員とか、いろんな人が選べるようになって

いるので、そういうこともまずやってみて、ど

れぐらい、どんな相談があるのか出てこないと

わからない部分もあるんですけれども、そのあ

たりはまた報告しながら運用のほうを考えて

いければなと思っています。よろしいでしょう

か。 

 太田委員、お願いします。 

 

○太田委員 大変よくわかりました。ありがと

うございました。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんでし

ょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、続きまして、令和５年度中学校３

年生の進路状況について、川口教育部次長兼指

導課長から説明がございます。 

 

○川口教育部次長兼指導課長 それでは、その

他（４）、令和５年度中学校３年生の進路状況に

ついてということで御報告申し上げます。 

 令和５年度の卒業者の総数は、ここに書いて

おりますように 526名でございました。 

 うちでございますが、高等学校等の進学者数、

専門学校も含むという形になるんですけれど

も、88.2％に当たります 464名の方が進学され

ております。 

 うち就職者等が 0.6％に当たります３名の方

となってございます。 

 また、上記以外の者としましてということで、

11.2％、59 名という結果になってございます。 

 さらに、進路未決定者という形で記載してお

るんですけれども、この５年度につきましては

０％の０名という結果でございます。 

 また、枠外の下段のほうを御覧いただきたい

んですけれども、※のところでございます。私

立高校への進学者数については、93名の方が進

学されているという形で結果が出てございま

す。 

 私からは以上でございます。 

 

○冨森教育長 ただいまの報告に対し、御質

問・御意見等はございませんでしょうか。 

 太田委員、お願いします。 

 

○太田委員 今年度の私立高校の進学者数は

93 名と書いていただいているんですけれども、

ことしから私立高校の助成もできたので、私立

高校にたくさん行く生徒がふえたという報道

で聞いています。令和４年の私立の進学者数っ
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てどれぐらいあったんでしょうか。 

 

○冨森教育長 川口教育部次長兼指導課長。 

 

○川口教育部次長兼指導課長 実績としまし

ては、実は令和４年度の私立への進学者数が

128 名になってございまして、５年度につきま

しては 93 名と減っているのが数字上の現状で

ございます。 

 

○冨森教育長 ほかに何かございませんか。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは、以上で本日の日程は全て終了いた

しました。 

 これまでの報告、議案のほかに、御質問・御

意見等はございませんでしょうか。よろしいで

しょうか。 

 ないようでしたら、次回、泉南市教育委員会

会議令和６年第７回定例会の日程について、お

諮りいたします。 

 それでは、日程について水田教育総務課長か

ら提案をお願いします。 

 

○水田教育総務課長 ７月につきましては、７

月 17日水曜日 15時からこの場所でということ

で御提案いたしたいと思います。いかがでしょ

うか。 

 

○冨森教育長 よろしいでしょうか。 

 それでは、次回の教育委員会会議定例会の開

催日時は令和６年７月 17日水曜日 15時からと

いたします。 

 以上をもちまして、泉南市教育委員会会議令

和６年第６回定例会を閉会いたします。ありが

とうございました。 

 

午後４時 52分閉会 

 

署 名 （           ） 

    （           ） 

 


